
 

 

 

改正 平成２９年１１月２９日 原規技発第 1711293 号 原子力規制委員会決定 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

（原規技発第 1306193 号）等の一部を次のように改正する。 

 

平成２９年１１月２９日 

 

 

原子力規制委員会         

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈等の一部改正について 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等

を別添新旧対照表のように改正する。 

  

附 則 

この規程は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の一部を改正する規

則の一部を改正する規則の施行の日（平成２９年１２月１４日）より施行する。 

  



 

 



1 

○実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会

決定）） 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

目 次 

第五十九条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 
 

目 次 

第五十九条 原子炉制御室 
 

第４８条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）～ｃ）（略） 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条３ｂ)に

準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行う

こと。 

第４８条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）～ｃ）（略） 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条１ｂ)に

準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行う

こと。 

第５０条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力

及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えるこ

となく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原

子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置するこ

と。 

（削る） 

 

 

第５０条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第５０条に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。 

 

 

 

ａ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットを設置するこ

と。 

ｂ）上記ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減す

（別添） 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生

した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発

るものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じ

られていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えばSGTS）

や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他

への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、

原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開

閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧

力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線

防護対策がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。

ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分

に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離

機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの）を使用する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破

壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響

を受けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための

遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

（新設） 
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改  正  後 改  正  前 

生するおそれがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷

後の事象進展が速い発電用原子炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型

格納容器を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減す

るものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じ

られていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えばSGTS）

や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他

への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、

原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開

閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧

力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線

防護対策がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。

ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分

 

 

 

（新設） 
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改  正  後 改  正  前 

に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離

機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの）を使用する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破

壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響

を受けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための

遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な

限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

第５９条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を

構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機

能が損なわれた場合」とは、第４９条、第５０条、第５１条又は第５２条

の規定により設置されるいずれかの設備の原子炉格納容器の破損を防止

するための機能が喪失した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６条第１項の規定により設置される

原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 
ａ）～ｃ）（略） 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納容器か

ら漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する必要がある場合は、

非常用ガス処理系等（BWRの場合）又はアニュラス空気再循環設備等（PWR

の場合）を設置すること。 

ｅ）BWRにあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために

第５９条（原子炉制御室） 

（新設） 

 

 

 

 

１ 第５９条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

ａ）～ｃ）（略） 

（新設） 

 

 

 

 （新設） 
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改  正  後 改  正  前 

原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止する必要がある場

合は、容易かつ確実に閉止操作ができること。また、ブローアウトパネ

ルは、現場において人力による操作が可能なものとすること。 
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○実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306194 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定）） 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

目 次 

第74条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 
 

目 次 

第74条 原子炉制御室 
 

第６３条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第６３条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）～ｃ）（略） 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第６５条３ｂ)に

準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行う

こと。 

第６３条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第６３条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）～ｃ）（略） 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第６５条１ｂ)に

準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行う

こと。 

第６５条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリ（設置許可基準規則第２

条第２項第３７号に規定する原子炉格納容器バウンダリをいう。）を維持」

とは、限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい

率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくこ

とをいい、「原子炉格納容器バウンダリ（設置許可基準規則第２条第２項

第３７号に規定する原子炉格納容器バウンダリをいう。）を維持しながら

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置するこ

と。 

（削る） 

第６５条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第６５条に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。 

 

 

 

 

 

 

ａ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットを設置するこ

と。 

ｂ）上記ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれ
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減す

るものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じ

られていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えばSGTS）

や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他

への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、

原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開

閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧

力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線

防護対策がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。

ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分

に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離

機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの）を使用する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破

壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響

を受けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための

遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 
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改  正  後 改  正  前 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生

した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発

生するおそれがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷

後の事象進展が速い発電用原子炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型

格納容器を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減す

るものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じ

られていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えばSGTS）

や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他

への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、

原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開

閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧

力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線

防護対策がなされていること。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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改  正  後 改  正  前 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。

ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分

に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離

機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの）を使用する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破

壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響

を受けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための

遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な

限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第７４条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

１ 第７４条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を

構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機

能が損なわれた場合」とは、第６４条、第６５条、第６６条又は第６７条

の規定により設置されるいずれかの設備の原子炉格納容器の破損を防止

するための機能が喪失した場合をいう。 

２ 第７４条に規定する「運転員が第３８条第１項の規定により設置される

原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）～ｃ）（略） 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納容器か

ら漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する必要がある場合は、

非常用ガス処理系等（BWRの場合）又はアニュラス空気再循環設備等（PWR

第７４条（原子炉制御室） 

（新設） 

 

 

 

 

１ 第７４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

ａ）～ｃ）（略） 

（新設） 
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改  正  後 改  正  前 

の場合）を設置すること。 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために

原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止する必要がある場

合は、容易かつ確実に閉止操作ができること。また、ブローアウトパネ

ルは、現場において人力による操作が可能なものとすること。 

 

（新設） 
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○実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技

発第 1306197 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定）） 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

１．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 
【要求事項】 
発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は

整備される方針が適切に示されていること。 
【解釈】 
１ 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための手順等をいう。 
（１）原子炉格納容器の過圧破損の防止 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損

を防止するため、格納容器代替循環冷却系、格納容器圧力逃がし装

置又は格納容器再循環ユニットにより、原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。 
ｂ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子

炉格納容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器の圧力及び温度の低下の手順に優先して

実施されるものであること。 
（２）～（４）（略） 

 

１．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 
【要求事項】 
発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は

整備される方針が適切に示されていること。 
【解釈】 
１ 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための手順等をいう。 
（１）原子炉格納容器の過圧破損の防止 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損

を防止するため、格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニ

ットにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な手順等を整備すること。 
（新設） 
 
 
 
（２）～（４）（略） 

 

１．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 １．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 
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【要求事項】 
１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注

水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」とい

う。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 
２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場

合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備

される方針が適切に示されていること。 
【解釈】 

１ （略） 
２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び

臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 
ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備に

より、使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び

臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。 
ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が

重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影

響を防止するために必要な手順等を整備すること。 
３・４ （略） 

 

【要求事項】 
１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注

水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済

燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」とい

う。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 
２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場

合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備

される方針が適切に示されていること。 
【解釈】 

１ （略） 
２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び

臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 
ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備に

より、使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び

臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。 
（新設） 
 
 

３・４ （略） 
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